
 

 

 

３ 危機管理マニュアル例  
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【応急処置･一次救命処置の支援チェックポイント】 

 □救急車の要請  □保護者への連絡  □周囲の児童生徒の管理  

□救急隊の誘導  □学校医への連絡   

授業中の事故・危機管理マニュアル（例） 

令和○○年４月 ○○立○○学校 

 

 

《重要》          事故発見者   

  ①患者を安静にさせ、意識の確認 

  ②応援の職員を呼ぶ（生徒に依頼）         ＜授業担当教諭・養護教諭等複数の職員で対応＞ 

  ③傷病者から離れない（目を離さない） 

                     意識あり 

                      

                                    

 

 

                             

 

 

 

                            手分けすること 

         手分けすること             

                              

 

    ＜養護教諭等＞         ①対応する職員への指示 

                    ②周囲の教職員への指示 

③必要に応じて学校医等 

                     への連絡・相談 

                    ④報道関係への対応等 

（副校長･教頭） 

                     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

＜手当の基本＞ 

（１）観察の基本・・・①周囲の状況観察 ②傷病者の観察 ③反応の確認  

 （２）体位の基本・・・①傷病者の寝かせ方（原則→水平） ②意識がない場合は回復体位 ③気道確保  

④保温、加温 

 （３）傷病者への接し方・・・①傷病者への力づけ ②安静 ③飲食物 ④感染防止 

 （４）現場での留意点・・・①協力者 ②連絡･通報 ③傷病者の家族への連絡 ④搬送 ⑤記録 

 （５）一次救命処置・・・①呼吸の確認（心停止の判断） ②胸骨圧迫（循環の整理） ③気道確保   

（ＢＬＳ）     ④人工呼吸 ⑤胸骨圧迫 30回と人工呼吸 2回を繰り返す ⑥ＡＥＤ装着  

⑦心電図解析（電気ショックは必要か） ⑧必要有の時には電気ショック 1回 

⑨胸骨圧迫３０回と人工呼吸 2回を繰り返す 

（救急隊に引き継ぐまで、または普段通りの呼吸や目的にあるしぐさが認められる

まで続ける。 ※＜手当の基本＞は、日本赤十字社「救急法基礎講習」から抜粋  

 

【状態の把握】 
・発生の事態や状況の把握 

・児童生徒の安全確保 

・傷病者の確認と応急処置 

・協力要請や緊急通報の判断 

【１１９番通報】 
「○○学校の○○です！児童

生徒が○○の授業中、○○

で怪我をしました。至急、

救急車を要請します。」 

「住所は、○○市○○○で、

電話番号は、○○－○○○

○です。」 

 

校内対策本部設置 

（校長室など） 

校長・副校長･教頭 

養護教諭など 

 

 

教育委員会への第一報 

○○○－○○○○ 

【教育委員会への第一報】 
「○○学校の○○です！学校事故の

第一報です。○時○分、児童生徒

が、○○の授業中、○○で怪我を

しました。」 

「応急処置後、１１９番通報し、

救急車を要請し、○○市内の○

○病院に搬送されました。」 

職員による対応と確認事項 

消防署 

(１１９番通報） 

児童生徒のけが等 

(例)【スポーツ傷害

の応急処置】 

・ＲＩＣＥの実施 
Ｒ:安静に！ 

Ｉ:アイシング 

Ｃ:圧迫 

Ｅ:心臓より高く！ 

【一次救命処置：ＢＬＳ】 
普段通りの呼吸がない場合 

・心肺蘇生（胸骨圧迫、気

道確保、人工呼吸） 

・ＡＥＤの使用 

教 育 委 員 会 担 当 課 

県教育庁現地対策本部  

応急処置の状況等の報告 
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登下校中の事故・危機管理マニュアル（例） 

令和○○年４月 ○○立○○学校 

《被害・自損の場合》 

  事故発見者   

                      

                  連絡受信者   

                      

 

（場合によっては学校から通報） 

 

           

 

（電話連絡は、手分けすること）            

                           （手分けすること） 

                              

  

                ①搬送先の病院へ向かう指示 

                ②事故現場に向かう指示 

                ③報道関係への対応等 

                   （副校長・教頭） 

                ④心のケアの校内体制の指示 

                ⑤全校集会等で安全指導の実施 

                ⑥事故の補償等の確認指示 

 

 

 

《加害の場合》 

  事故発見者   

                      

                  連絡受信者   

                      

 

（場合によっては学校から通報） 

 

           

 

（電話連絡は、手分けすること）            

                           （手分けすること） 

                              

  

                ①相手側の搬送先へ向かう指示 

                ②事故現場に向かう指示 

                ③報道関係への対応等 

                   （副校長・教頭） 

                ④自転車保険等（補償等）の 

加入状況の確認指示 

⑤相手側親族の心情の確認指示 

⑥心のケアの校内体制の指示 

                ⑦全校集会等で安全指導の実施 

【連絡を受信した職員の対応チェックポイント】 

□ 児童生徒・相手側の怪我の状況を確認 

□ 加害事故か被害事故かを確認 

□ 救急車の手配と搬送先病院を確認 

□ 警察への通報を確認 

■ 相手側（車両等）の特徴を確認する 

  □ 車両の種類の確認   

  □ 車両の色の確認 

  □ 車両のナンバーや特徴を確認 

    校内対策本部の設置 

（校長室など） 

校長･副校長･教頭・ 

教務主任・担任など 

 

教育委員会への第一報 

○○○－○○○○ 

【家庭連絡】 
「○○学校の○○です！お

子さんが、下校等途中、○時

ごろ、○市の交差点で、自動

車と接触し、○病院へ搬送さ

れ○の状態です。職員も病院

に急行しています。」 

【教育委員会への第一報】 
「○○学校の○○です！生徒の下校途

中の交通事故（被害）の第一報です。

○時ごろ、○市の交差点で、自動車

と接触し、○病院へ搬送され○の状

態です。警察へは届出済です。」 

保護者（家庭）連絡 

交通事故発生 

（被害・自損） 

警察署（１１０番通報） 

消防署（１１９番通報） 

【連絡を受信した職員の対応チェックポイント】 

□ 児童生徒・相手側の怪我の状況を確認 

□ 加害事故か被害事故かを確認 

□ 救急車の手配・警察への通報を確認 

■ 相手側の特徴を確認する 

  □ 徒歩中か自転車乗車中かを確認   

  □ 性別や年齢等を確認 

  □ 搬送先の病院を確認 

   
校内対策本部の設置 

（校長室など） 

校長･副校長･教頭・ 

教務主任・担任など 

 

教育委員会への第一報 

○○○－○○○○ 

【家庭連絡】 
「○○学校の○○です！お

子さんが、下校等途中、○時

ごろ、○市の交差点で、加害

事故を起こし、相手側は○病

院へ搬送され○の状態です。

お子さんは、事故現場で実況

見分を受けています。」 

【教育委員会への第一報】 

「○○学校の○○です！生徒の下校途

中の交通事故の第一報です。○時ご

ろ、○市の交差点で、加害事故を起

こし、相手側は、○病院へ搬送され

○の状態です。警察へは届出済で

す。」 

保護者（家庭）連絡 

交通事故発生 

（加害） 

警察署（１１０番通報） 

消防署（１１９番通報） 
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不審者侵入・危機管理マニュアル（例） 

令和○○年４月 ○○立○○学校 

  事故発見者   

                     ①近くの職員に連絡 

                     ②児童生徒の救護・保護 

                     ③避難指示 

                     ④不審者対応 

                     （現場に近い職員は、直ちに 

現場に急行し、児童生徒の 

安全を確保する） 

 

           

 

 

 

 （電話連絡は、手分けすること）            

                           （手分けすること） 

                              

  

 

 

①緊急放送で児童生徒 

へ避難指示 

                     ②全職員への行動指示 

③校内対策本部に 

情報伝達係を指名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長・副校長・教頭 

（      ） 
教務主任 

（      ） 
学年主任・担任等 

生徒指導担当者等 

（     ） 

養護教諭・保健主事等 

（      ） 事務職員等 

・陣頭指揮 

・職員への連絡 

調整 

・被害児童生徒 

の家庭連絡･家

庭訪問等 

・外部機関との 

連携 

・報道関係への 

対応等 

 

・関係保護者へ 

の連絡 

・ＰＴＡ役員へ 

の連絡 

・全保護者への 

連絡等 

 

・避難誘導 

・安全確認 

・安全指導 

・保護者への引 

き渡し 

・被害児童生徒 

の家庭訪問等 

・救急車同乗 

 

・現場直行 

・不審者への対

応等 

 

 

・応急手当 

・医療機関との 

連絡調整 

・場合によって

は、救急車同乗 

 

・電話対応 

・各種連絡等 

 

※担当学級の児童生徒の安全確保（被害防止・避難指示）を的確に行うこと。 

【校内緊急放送】 
※職員だけが解る注意喚

起の言葉（予め決めてお

いた暗号）で放送する。 

 （例）「○○の方がお見

えです。校長先

生、至急職員室へ

お戻りください。

低学年昇降口で

す。」 

※最後に不審者の位置を

伝える。 

【１１０番通報】 
「○○学校の○○です！刃物

を持った男一人が教室に乱

入し、児童数名が負傷しま

した。緊急出動願います。」 

「住所は、○○市○○○で、

電話番号は、○○－○○○

○です。」 

校内対策本部設置 

（校長室など） 

校長･副校長･教頭 

教務主任・生徒指導

主事など 

 

 

教育委員会への第一報 

○○○－○○○○ 

【１１９番通報】 
「救急です。○○学校の○○

です！刃物を持った男に

児童○名が刺され負傷し、

大量に出血しています。至

急、救急車を要請します。」 

「住所は、○○市○○○で、

電話番号は、○○－○○○

○です。」 

【教育委員会への第一報】 
「○○学校の○○です！学校事

故の第一報です。○時○分、刃

物を持った男○人が、○年○組

に乱入、○人の児童が負傷しま

した。」 

「１１０番、１１９番通報し、

現在、救助活動と不審者への

対応をしています。今後の指

示と応援をお願いします。」 

全職員による対応 

教育委員会担当課に指示を仰ぐ 

近隣学校・教育事務所等へ応援要請 

警察署（１１０番通報） 

消防署（１１９番通報） 

不審者（事故） 
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アナフィラキシー症状・危機管理マニュアル（例） 

令和○○年４月 ○○立○○学校 

 

 アナフィラキシーは非常に短時間のうちに重篤な状態に至ることがあります。教職員の誰が

発見者になった場合でも適切な対応がとれるように全員が情報を共有し、常に準備をしておく

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※千葉県教育委員会「学校給食における食物アレルギー対応の手引き」より 

（千葉県教育庁教育振興部学校安全保健課のホームページにも掲載中） 

１ 緊急時の対応モデル 

 
                    

 

 

                               

   

                         

                              

                       

 

 

 

１ 対応者への指示 

２ 周囲の教職員への指示 

３ エピペン®の注射または介助 

４ 必要に応じて主治医等への 

相談指示      など 

指
示 

 

１ エピペン®や内服薬の準備 

２ 学校生活管理指導表の確認 

３ 食物アレルギー症状チェッ 

クシートの記録 

４ エピペン®の注射または介助 

５ 救急車の要請 

６ 保護者への連絡 

７ 周囲の児童生徒の管理 

８ 救急隊の誘導   など 

校長・教頭等 

周囲の教職員 

（応援にかけつけた教職員） 

救急隊へ 

・エピペン®の注射 

・１１９番通報 

・ＡＥＤの準備 

・気道確保 

自発呼吸がない場合 

・胸骨圧迫 

・人工呼吸 

・ＡＥＤ実施 

あり 

な
し 

 
 

一次救命処置 

 

・症状・経過の把握 

・学校生活管理指導表の確認 

・食物アレルギー症状チェッ

クシートによる確認 

症状は急激に変化すること

があり、５分ごとに注意深く

観察する。最低１時間は目を

離さない。 

・学校生活管理指導表の指示

に基づいて行う。 

・食物アレルギー症状チェッ

クシートに基づいて行う。 

エピペン®の注射 など 

連絡 

 

応援 

①状態の把握 

②応急処置 

反応があるか？ 

周囲の安全の確認 

発見者（及び応援にかけつけた養護教諭などの教職員） 

 

・アナフィラキシーの兆候が見られる場合 

・学校生活管理指導表で指示がある場合 

・エピペン®を使用した場合 

・主治医、学校医等または保護者から要請がある場合  など 

救急車要請の目安 

☆異変に気づく 

◆大声で応援を呼ぶ。患者から離れない。 

◆安静にし、動かさない。目を離さない。 
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□観察開始（   時   分）  □薬の服用（   時   分）  □エピペンの注射（   時   分） 

 グレード３ グレード２ グレード１ 

全

身 

□ぐったり 

□意識もうろう 

□尿や便を漏らす 

□脈が触れにくいまたは不規則 

□唇や爪が青白い 

  

呼

吸

器 

□のどや胸が締め付けられる 

□声がかすれる 

□息がしにくい 

□持続する強い咳き込み 

□犬が吠えるような咳 

□ゼーゼーする呼吸 

□数回の軽い咳 

 

 

消

化

器 

□持続する強い（がまんできな

い）お腹の痛み 

□繰り返し吐き続ける 

□明らかな腹痛 

□複数回の嘔吐 

□複数回の下痢 

□我慢できる弱い腹痛 

□吐き気 

 

目

口

鼻

顔 

 □顔全体の腫れ 

□まぶたの腫れ 

□目のかゆみ、充血 

口唇の腫れ 

□口のかゆみ、違和感 

□喉のかゆみ、違和感 

□くしゃみ、鼻水、鼻づまり 

皮 

膚 

 □強いかゆみ 

□全身性の赤み 

□全身のじんましん 

□軽度のかゆみ 

□部分的な赤み 

□数個のじんましん 

 

 

 

 

対 

 

応 

□エピペン®の注射 

（迷ったらエピペン®の注射） 

□救急車の要請 

□内服薬の使用 

（反応がなく、呼吸がなければ） 

□胸骨圧迫 

□人工呼吸 

□ＡＥＤ実施 

□内服薬の使用 

□エピペン®の準備 

□医療機関の受診 

（迷ったら救急車要請） 

□グレード３の症状の有無を注

意深く観察し、１つでもあては

まる場合はエピペン®を使用

する。 

□安静にして経過観察 

□内服薬の使用 

□医療機関の受診 

 

上の症状が１つでもあれば

以下の対応を行う。 

上の症状が１つでもあれば 

以下の対応を行う。 

上の症状が１つでもあれば 

以下の対応を行う。 

グレード３の症状が

１つでもあてはまる

場合、エピペン®を注

射する。 

◇症状は急激に変化することがあるため、 

５分ごとに注意深く症状を観察する。 

※１食物アレルギー症状チェックシート 

「食物アレルギー緊急時対応マニュアル」（東京都健康安全研究センター）より改変 
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